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ペ
ー
ジ

訓　

令　

甲

〇
勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

　

す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　
　

一

告　
　
　

示

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
廃
止
の
届
出 
（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 
（
障
害
福
祉
課
）　
　

五

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　
　

五

〇
平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号
（
地
方
公
所
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（
会　

計　

課
）　
　

六

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

六

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

六

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

七

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
一
年
分
） 

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
二
年
分
） 

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
四
年
分
） 

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
五
年
分
） 

九

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
六
年
分
） 

一
〇

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出 

一
一

〇
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正 

一
一

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
一

雑　
　
　

報

〇
仙
台
松
島
道
路
（
第
Ⅵ
期
）
工
事
の
一
部
完
了 

一
三

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
二
一
一
号
中 

一
三

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
号

　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
第
十
二
号
の
表
中
「（
拓
洋
丸
）」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

清
宮
眼
科
医
院

加
美
郡
加
美
町
字
大
門
五
十

－

一

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
八
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

清
宮
眼
科
医
院

加
美
郡
加
美
町
字
大
門
五
十

－

一

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
九
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
看
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

仁
明
会
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
み
な

と

石
巻
市
伊
原
津
二
丁
目
一
番
二
号

医
療
法
人
社
団
仁
明
会

石
巻
市
山
下
町
一
丁
目
七
番
二
十
四
号

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

二　

通
所
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

通
所
介
護
事
業
所
「
湊
」

石
巻
市
大
門
町
四
丁
目
四
番
三
十
八
号

有
限
会
社
さ
く
ら
グ
リ
ー
ン

多
賀
城
市
八
幡
二
丁
目
二
十
四

－

八

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日

Ａ
＆
Ｂ
き
む
ら
Ａ

石
巻
市
中
里
四
丁
目
十
一
番
十
二
号

株
式
会
社
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
Ｋ
Ｋ

石
巻
市
中
里
四
丁
目
十
一
番
十
二
号

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
茶
話
本
舗
和
み
新
田
沢

亭

栗
原
市
瀬
峰
新
田
沢
百
六
十
八

株
式
会
社
ケ
ア
・
ラ
イ
フ
・
フ

ェ
イ
ス

栗
原
市
瀬
峰
新
田
沢
百
六
十
八

平
成
二
十
六
年
二
月
十
五
日

三　

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
う
ら
や
す

名
取
市
下
余
田
字
鹿
島
八
十
六
番
地
の
五

社
会
福
祉
法
人
み
ず
ほ

名
取
市
下
余
田
字
鹿
島
八
十
六
番
地
の
五

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

四　

居
宅
介
護
支
援
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事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ア
ー
ク
・
ケ
ア
清
楽
苑

塩
竈
市
清
水
沢
一
丁
目
十
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
千
賀
の
浦
福
祉

会

多
賀
城
市
高
橋
四
丁
目
二
十
四
番
一
号

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

五　

介
護
予
防
訪
問
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ご
み

名
取
市
美
田
園
六
丁
目
一
番
地
の
二　

ア
ル
カ
ン
シ
ェ
ル
Ａ

棟
一
〇
三
号
室

株
式
会
社
ア
ル
フ
ァ
ー
ラ
イ
フ

仙
台
市
太
白
区
袋
原
四
丁
目
一
番
八
号

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

六　

介
護
予
防
訪
問
看
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

仁
明
会
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
み
な

と

石
巻
市
伊
原
津
二
丁
目
一
番
二
号

医
療
法
人
社
団
仁
明
会

石
巻
市
山
下
町
一
丁
目
七
番
二
十
四
号

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

七　

介
護
予
防
通
所
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

通
所
介
護
事
業
所
「
湊
」

石
巻
市
大
門
町
四
丁
目
四
番
三
十
八
号

有
限
会
社
さ
く
ら
グ
リ
ー
ン

多
賀
城
市
八
幡
二
丁
目
二
十
四

－

八

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日

Ａ
＆
Ｂ
き
む
ら
Ａ

石
巻
市
中
里
四
丁
目
十
一
番
十
二
号

株
式
会
社
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
Ｋ
Ｋ

石
巻
市
中
里
四
丁
目
十
一
番
十
二
号

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

八　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
う
ら
や
す

名
取
市
下
余
田
字
鹿
島
八
十
六
番
地
の
五

社
会
福
祉
法
人
み
ず
ほ

名
取
市
下
余
田
字
鹿
島
八
十
六
番
地
の
五

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

九　

介
護
予
防
支
援

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

富
ヶ
丘
・
日
吉
台
圏
域
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

黒
川
郡
富
谷
町
富
ケ
丘
二
丁
目
十
番
十
五
号

医
療
法
人
社
団
清
山
会

仙
台
市
泉
区
松
森
字
下
町
八
番
地
の
一

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
（
施
術
所
の
名
称
）

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

奥
津　

武
蔵

（
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
治
療
院

む
さ
し
）

石
巻
市
中
央
三

－

三

－

五

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
（
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お

り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

開
設
者
の
名
称

開　

設　

者　

の　

所　

在　

地

変　

更　

年　

月　

日

旧

恵
仁
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
み
な
と

石
巻
市
湊
字
立
石
百
二
十
番
十
四

医
療
法
人
社
団
仁
明
会

石
巻
市
山
下
町
一
丁
目
七
番
二
十
四
号

平
成
二
十
六
年
一
月
十
六
日

新

石
巻
市
伊
原
津
二
丁
目
一
番
二
号

旧

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
株
式
会
社
岩
出

山
営
業
所

大
崎
市
岩
出
山
字
二
ノ
構
四
番
地
の
五

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
株
式

会
社

東
京
都
北
区
上
十
条
一
丁
目
二
番
十
五
号

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

新

大
崎
市
岩
出
山
字
二
ノ
構
七
十
九
番
地
二

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
栄
町
四
番
地
十　

静
岡
栄
町
ビ
ル
五

階

旧

あ
さ
ひ
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
岩
出
山

大
崎
市
岩
出
山
字
二
ノ
構
四
番
地
の
五

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
株
式

会
社

東
京
都
北
区
上
十
条
一
丁
目
二
番
十
五
号

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

新

大
崎
市
岩
出
山
字
二
ノ
構
七
十
九
番
地
二

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
栄
町
四
番
地
十　

静
岡
栄
町
ビ
ル
五

階

旧

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
株
式
会
社
岩
出

山
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

大
崎
市
岩
出
山
字
二
ノ
構
四
番
地
の
五

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
株
式

会
社

東
京
都
北
区
上
十
条
一
丁
目
二
番
十
五
号

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

新

大
崎
市
岩
出
山
字
二
ノ
構
七
十
九
番
地
二

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
栄
町
四
番
地
十　

静
岡
栄
町
ビ
ル
五

階
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
（
施
術
所
の
名
称
）

施
術
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

石
井　

佑
平

（
絆
整
骨
院
）

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
南
町
八

－

七

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
三
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
二
七
〇
〇
六
一
〇

こ
こ
ろ

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
三

丁
目
二
十
六
番
三
号

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
Ｔ
Ｍ

サ
ポ
ー
ト

平
成
二
十
六
年

三
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
四
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
二
〇
七
〇
〇
一
八
九

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
う
ら

や
す

名
取
市
下
余
田
字
鹿
島

八
十
六
番
地
五

共
同
生
活
介
護

共
同
生
活
援
助

社
会
福
祉
法
人

み
ず
ほ

平
成
二
十
六
年

三
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
五
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建

設

業

許
可
番
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

受
付
年
月
日

有
限
会
社
尾
形
建

設尾
形　

正
則

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
西
二

丁
目
百
四
十
七

－

二

般

－

二
十
二

第
一
万
千
九
百

八
十
五
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
四
日

寺
沢
住
研
株
式
会

社藤
田　

明
夫

気
仙
沼
市
内
の
脇
三
丁
目

六
十
五

般

－

二
十
二

第
一
万
二
千
二

百
九
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

管
工
事
業

　

 

タ
イ
ル
・
れ
ん
が･

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

建
具
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
三
日

有
限
会
社
加
藤
土

木
工
業

加
藤　

武

東
松
島
市
大
塩
字
小
分
木

五
十
五

般

－

二
十
五

第
一
万
五
千
二

百
六
十
三
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
三
日

株
式
会
社
エ
ム
・

エ
ー
興
業

松
川　

宜
弘

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館

下
百
二
十
八

－

十

般

－

二
十
五

第
一
万
六
千
八

百
八
十
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
四
日

株
式
会
社
シ
ス
テ

ム星　

敏
男

東
松
島
市
赤
井
字
川
前
二

二
百
二
十
三

－

四

般

－

二
十
一

第
一
万
七
千
二

百
二
十
三
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
四
日

株
式
会
社
新
昭
和

仙
台

松
田　

和
彦

仙
台
市
青
葉
区
大
町
二
丁

目
十

－

十
四

般

－

二
十
四

第
一
万
九
千
三

百
四
十
三
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
六
日

三　

許
可
取
消
し
の
原
因
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建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
六
号

　

平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号
（
地
方
公
所
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
八
号
中
「
、
女
川
高
等
学
校
」
を
削
り
、「
岩
沼
高
等
学
園
」
の
下
に
「
、
小
松
島
支
援
学
校
」
を
加
え
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

あ
べ
正
敏
後
援
会

阿
部　

正
敏

阿
部
す
み
子

石
巻
市
新
橋
九

－

一
一

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
一
日

今
川
悟
後
援
会

今
川　
　

悟

今
川　
　

悟

気
仙
沼
市
松
崎
高
谷
五
五

－

一
一

平
成
二
十
六
年

 
二
月
二
十
四
日

大
崎
市
の
未
来
を
語
る

会

氷
室　

勝
好

氷
室　

功
子

大
崎
市
松
山
長
尾
字
大
天
場
西
九
九

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
一
日

佐
藤
仁
一
後
援
会

佐
藤　

英
吾

佐
藤　

斉
子

気
仙
沼
市
唐
桑
町
中
井
一
二
五

平
成
二
十
六
年

 

二
月
三
日

佐
藤
仁
一
郎
後
援
会

佐
藤　

邦
雄

髙
橋　

敏
美

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
大
天
馬
一
一

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
五
日

菅
原
博
信
後
援
会

菅
原　

博
信

菅
原　

隆
子

気
仙
沼
市
高
井
二
一
一

－

一

平
成
二
十
六
年

 

二
月
三
日

菅
原
ゆ
う
じ
後
援
会

菅
原　

雄
治

熊
谷　

英
明

気
仙
沼
市
西
中
才
二
一
一

－

二

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
七
日

髙
橋
け
ん
え
つ
後
援
会

中
澤　

敏
勝

阿
部　
　

勇

石
巻
市
大
瓜
字
小
福
地
三
三

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
四
日

た
て
い
し
光
弘
後
援
会

齋
藤　

清
幸

川
田　
　

章

石
巻
市
前
谷
地
字
八
幡
山
二
六

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
四
日

氷
室
勝
好
後
援
会

渡
辺　

公
男

榎
本　

信
夫

大
崎
市
松
山
長
尾
字
大
天
場
西
九
九

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
一
日

森
久
一
後
援
会

森　
　

茂
喜

今
野　

量
平

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
山
下
五
五

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
五
日

門
間
忠
後
援
会

高
橋　

恒
男

菅
原　

敏
春

大
崎
市
鹿
島
台
深
谷
字
新
田
一

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
七
日

若
生
ひ
で
と
し
後
援
会

磯
前　
　

武

若
生　

明
子

黒
川
郡
富
谷
町
東
向
陽
台
三

－

二
九

－

一
二

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

公
明
党
仙
南
総
支
部

会
計
責
任
者

の

氏

名

松
崎　

良
一

平
間　

孝
士

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
四
日

自
由
民
主
党
栗
駒
支
部

代

表

者

の

氏

名

千
葉　
　

厚

佐
藤　

久
義

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
八
日

自
由
民
主
党
東
和
支
部

会
計
責
任
者

の

氏

名

熊
谷　
　

信

森
本
欣
八
郎

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
仙
台

市
宮
城
野
区
第
一
支
部

会
計
責
任
者

の

氏

名

畠
山　
　

耕

松
山　

正
平

平
成
二
十
六
年

 

一
月
二
十
三
日

み
ん
な
の
党
宮
城
県
議
会

第
３
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の

出
町
一

－

一

－

二
一

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田

四

－

九

－

一
八

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
日

み
ん
な
の
党
参
議
院
宮
城

県
第
２
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一

－

五

－

一
三

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一

－

三

－

二
二

平
成
二
十
六
年

 

二
月
四
日

み
ん
な
の
党
宮
城
県
総
支

部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一

－

五

－

一
三

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一

－

三

－

二
二

平
成
二
十
六
年

 

二
月
四
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

相
沢
孝
弘
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

後
藤　

詳
蔵

紺
野　

教
悦

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
七
日

青
山
久
栄
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

武
山　

吉
夫

青
山　

久
栄

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
日
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浅
野
育
朗
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

浅
野
テ
ル
ヨ

浅
野　

満
雄

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
五
日

泉
区
都
市
問
題
研
究
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

千
葉　
　

聡

鈴
木　

貴
幸

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
五
日

小
野
寺
初
正
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

小
野
寺
み
つ
子

秋
保　

芳
邦

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
三
日

鎌
田
さ
ゆ
り
連
合
後
援
会

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
第
二
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
六
日

　

（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）　

鎌
田
さ
ゆ
り
、
衆
議
院

議
員

吉
川
ひ
ろ
や
す
を
囲
む
会

代

表

者

の

氏

名

長
岡　
　

大

阿
部　

康
志

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
五
日

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
々
木
宏
宣

長
岡　
　

大

木
村
た
だ
よ
し
後
援
会

政
治
団
体

の

名

称

木
村
た
だ
よ
し
後
援
会

木
村
忠
良
後
援
会

平
成
二
十
六
年

 

一
月
六
日

　

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

石
巻
市
大
原
浜
字
町
三

六

石
巻
市
小
渕
浜
大
宝
二

二

－
一

佐
々
木
栄
一
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
々
木　

学

渡
辺　

綾
夫

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
九
日

佐
々
木
一
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
々
木
伸
雄

芳
賀　

勝
郎

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
一
日

柴
田
町
地
方
自
治
研
究
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

磯
木
健
一
郎

礒
木
健
一
郎

平
成
二
十
六
年

 

二
月
四
日

田
口
ひ
さ
よ
し
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

佐
々
木　

典

鈴
木　

哲
雄

平
成
二
十
六
年

 
二
月
二
十
一
日

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

田
口　

啓
一

田
口　

昌
光

只
野
九
十
九
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

八
木
し
み
子

稲
邊　
　

正

平
成
二
十
五
年

 

十
二
月
二
十
四
日

只
野
九
十
九
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

菅
野　

敏
之

佐
藤
喜
久
男

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
一
日

平
渡
髙
志
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

平
渡　

幸
子

相
澤　
　

力

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
五
日

ほ
ん
だ
祐
一
朗
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

大
山　

富
雄

片
山　

忠
雄

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
六
日

宮
城
県
建
築
士
事
務
所
政

経
研
究
会

代

表

者

の

氏

名

髙
橋　

清
秋

平
田
日
良
支

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
五
日

会
計
責
任
者

松
田　

純
也

髙
橋　

清
秋

　

の

氏

名

宮
城
県
社
会
保
険
労
務
士

政
治
連
盟

会
計
責
任
者

の

氏

名

須
田　

直
樹

佐
々
木
一
泰

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
五
日

宮
城
県
土
地
家
屋
調
査
士

政
治
連
盟

代

表

者

の

氏

名

亀
山　

一
宏

小
野　

温
平

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
六
日

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

阿
部　

和
弘

千
葉　

三
郎

宮
城
県
木
材
産
業
政
治
連

盟

代

表

者

の

氏

名

佐
藤　

豊
彦

亀
山　

征
弘

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
五
日

宮
城
未
来
政
策
研
究
会

代

表

者

の

氏

名

阿
部　

康
志

米
澤　
　

隆

平
成
二
十
六
年

 

二
月
七
日

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

瀬
川　

敬
二

鈴
木　

謙
一

宮
本
昭
雄
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

横
山　

邦
夫

渡
邊　

光
一

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
四
日

山
口
荘
一
郎
を
囲
む
会

代

表

者

の

氏

名

阿
部　

康
志

米
澤　
　

隆

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
日

山
村
康
治
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

山
村　
　

進

村
上　
　

諭

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
三
日

わ
た
な
べ
忠
悦
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大

網
五
三
四

登
米
市
南
方
町
雷
一
六

九

平
成
二
十
六
年

 

二
月
三
日

和
田
政
宗
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一

－

五

－

一
三

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一

－

三

－

二
二

平
成
二
十
六
年

 

二
月
四
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

あ
た
た
か
さ
が
伝
わ
る
ま
ち
づ
く
り
の
会

熊
谷　
　

弘

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

あ
べ
正
敏
後
援
会

阿
部　

正
敏

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
日

伊
藤
栄
一
後
援
会

関　
　

重
義

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

今
村
ま
さ
よ
し
後
援
会

大
嶋　

健
一

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

大
内
清
春
後
援
会

渡
辺　

運
次

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日
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小
野
寺
寛
後
援
会

菅
原　

衛
昭

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

さ
さ
き
て
つ
お
後
援
会

熊
谷　
　

弘

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

佐
藤
仁
一
後
援
会

佐
藤　

英
吾

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

鈴
木
と
も
子
後
援
会

鈴
木　

栄
喜

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日

ニ
ュ
ー
市
民
ク
ラ
ブ

伊
藤　

栄
一

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

森
と
し
子
を
支
え
る
会

児
玉　

芳
江

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

あ
べ
正
敏
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 21（
26. ２

. 20解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

あ
べ
正
敏
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 21（
26. ２

. 20解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

佐
藤
仁
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. １

. 30（
21. 12. １

解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

あ
べ
正
敏
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 21（
26. ２

. 20解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

あ
べ
正
敏
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 21（
26. ２

. 20解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0
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〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

今
村
ま
さ
よ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 26（
26. ２

. 26解
散
）

１
　
収
入
総
額

46,326

　
　
　
前
年
繰
越
額

46,326

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

あ
た
た
か
さ
が
伝
わ
る
ま
ち
づ
く
り
の
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. ４
（
26. １

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

23,000

　
　
　
前
年
繰
越
額

23,000

２
　
支
出
総
額

23,000

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

23,000

　
　
　
そ
の
他
の
経
費

23,000

あ
べ
正
敏
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 21（
26. ２

. 20解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

伊
藤
栄
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 19（
25. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

今
村
ま
さ
よ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 26（
26. ２

. 26解
散
）

１
　
収
入
総
額

46,326

　
　
　
前
年
繰
越
額

46,326

２
　
支
出
総
額

0

大
内
清
春
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 25（
26. ２

. 25解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

小
野
寺
寛
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 19（
26. １

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

1,386,075

　
　
　
本
年
収
入
額

1,386,075

２
　
支
出
総
額

1,386,075

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

1,386,075

　
　
　
個
人
分

1,386,075

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

1,219,650

　
　
　
事
務
所
費

1,219,650

　
　
政
治
活
動
費

166,425

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

158,550

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

158,550

　
　
　
そ
の
他
の
経
費

7,875

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
及
川
　
つ
め

300,000
本
吉
郡
南
三
陸
町

　
　
高
橋
　
武
一

200,000
本
吉
郡
南
三
陸
町

　
　
及
川
　
孝
浩

200,000
本
吉
郡
南
三
陸
町

　
　
佐
藤
　
俊
三

100,000
本
吉
郡
南
三
陸
町

　
　
星
　
　
啓
司

100,000
大
崎
市

　
　
及
川
　
　
正

60,000
本
吉
郡
南
三
陸
町

宮　　城　　県　　公　　報（9）　平成26年３月14日　金曜日 第2540号



〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

426,075

さ
さ
き
て
つ
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. ４
（
26. １

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

24,000

　
　
　
前
年
繰
越
額

24,000

２
　
支
出
総
額

24,000

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

24,000

　
　
　
そ
の
他
の
経
費

24,000

鈴
木
と
も
子
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 12（
26. ２

. 10解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

ニ
ュ
ー
市
民
ク
ラ
ブ

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 19（
25. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

森
と
し
子
を
支
え
る
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 14（
26. １

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

あ
た
た
か
さ
が
伝
わ
る
ま
ち
づ
く
り
の
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. ４
（
26. １

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

あ
べ
正
敏
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 21（
26. ２

. 20解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

今
村
ま
さ
よ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 26（
26. ２

. 26解
散
）

１
　
収
入
総
額

46,326 

　
　
　
前
年
繰
越
額

46,326 

２
　
支
出
総
額

46,326 

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

46,326 

　
　
　
事
務
所
費

46,326 

大
内
清
春
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 25（
26. ２

. 25解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

小
野
寺
寛
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 19（
26. １

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

さ
さ
き
て
つ
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. ４
（
26. １

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

鈴
木
と
も
子
後
援
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 12（
26. ２

. 10解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 
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〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

代
表
者
の

氏　
　

名
　

届
出
年
月
日

菅
原　

博
信

気
仙
沼
市
議
会
議

員

菅
原
博
信
後
援
会

気
仙
沼
市
高
井
二
一

一

－

一

菅
原　

博
信

平
成
二
十
六
年

 

二
月
三
日

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
四
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

長
磯
七
半
沢
地
区
住
宅
集
会
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
日
本
大
震
災
復
興
記
念
前
浜
マ
リ
ン
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
前
浜
二
二
五
番
地
一　
　
　

公
安
委
員
会

森
と
し
子
を
支
え
る
会

報
告
年
月
日
　
26. ２

. 14（
26. １

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
1
号

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
26年
３
月
14日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
猪
俣
　
好
正
　
　

　
　
　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
２
条
第
10号

中
「
、
総
務
企
画
官
」
を
削
り
、「
及
び
機
動
隊
長
」
の
次
に
「
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
置

く
総
合
企
画
室
長
」
を
、「
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
置
く
課
長
」
の
次
に
「
、
監
察
官
」
を
加
え
る
。

　
第
３
条
第
１
項
の
表
中

「
総

務
部

を

県
民

相
談

課

広
報

広
聴

課

情
報

管
理

課
」

「
総

務
部

に
、

県
民

相
談

課

広
報

広
聴

課

情
報

管
理

課

留
置

管
理

課
」

「
警

務
部

を

監
察

課

厚
生

課

留
置

管
理

課
」

「
警

務
部

に
改

監
察

課

厚
生

課
」

め
、
同
条
第
４
項
の
表
中

「
警

務
課
宮
城
県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室

」
を
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「

警
務

課
宮
城
県
警
察
総
合
企
画
室

に
、

宮
城
県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室

」

「
生
活
安
全
企
画
課

」
を

宮
城
県
警
察
ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
Ｖ
特
別
対
策
隊

「
生
活
安
全
企
画
課

」
に
、

宮
城
県
警
察
ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
Ｖ
総
合
対
策
室

「
刑
事
総
務
課

」
を

宮
城
県
警
察
情
報
分
析
支
援
室

「
刑
事
総
務
課

に
改

宮
城
県
警
察
情
報
分
析
支
援
室

捜
査
第
一
課
宮
城
県
警
察
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊

」

め
る
。

　
第
５
条
総
務
課
の
項
中
第
８
号
を
削
り
、
同
条
情
報
管
理
課
の
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

　
留
置
管
理
課

　
⑴
　
留
置
施
設
の
管
理
及
び
護
送
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
留
置
業
務
の
指
導
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

　
第
５
条
の
２
警
務
課
の
項
第
９
号
中
「
犯
罪
被
害
者
支
援
室
」
を
「
総
合
企
画
室
及
び
犯
罪
被
害
者
支
援
室
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

　
⑽
　
他
の
部
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
第
５
条
の
２
留
置
管
理
課
の
項
を
削
る
。

　
第
６
条
生
活
安
全
企
画
課
の
項
第
５
号
中
「
ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
Ｖ
特
別
対
策
隊
」
を
「
ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
Ｖ
総
合
対

策
室
」
に
改
め
る
。

　
第
７
条
捜
査
第
一
課
の
項
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

　
⑷
　
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
第
17条
第
１
項
の
表
中

「
総
務
課

総
務
企
画
官
　
総
務
部
長
の
命
を
受
け
、
重
要
な
警
察
運
営
の
企

画
調
査
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

総
務
部
長
を
補
佐
す
る
。

を

警
務
課

警
務
企
画
官
　
警
務
部
長
の
命
を
受
け
、
重
要
な
警
察
組
織
機
構

の
企
画
調
査
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

し
、
警
務
部
長
を
補
佐
す
る
。

」

「
警
務
課

警
務
企
画
官
　
警
務
部
長
の
命
を
受
け
、
重
要
な
警
察
運
営
の
企

画
調
査
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

警
務
部
長
を
補
佐
す
る
。

」
に
、

「
捜
査
第
一
課

を
広
域
捜
査
官

　
捜
査
第
一
課
長
の
命
を
受
け
、
広
域
事
件
捜
査
に

関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
捜
査
第
一
課
長
を
補
佐
す

る
。
た
だ
し
、
刑
事
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場

合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、
刑
事
部
長
を
補
佐
す

る
。

」

「

捜
査
第
一
課

に
、

広
域
捜
査
官

　
捜
査
第
一
課
長
の
命
を
受
け
、
広
域
事
件
捜
査
に

関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
捜
査
第
一
課
長
を
補
佐
す

る
。
た
だ
し
、
刑
事
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場

合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、
刑
事
部
長
を
補
佐
す

る
。

性
犯
罪
捜
査
指
導

官
　

　
捜
査
第
一
課
長
の
命
を
受
け
、
性
犯
罪
事
件
の
捜

査
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
捜
査
第
一
課
長
を
補

佐
す
る
。
た
だ
し
、
刑
事
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ

た
場
合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、
刑
事
部
長
を
補

佐
す
る
。

」

「
教
養
課

職
務
倫
理
教
養
官
　
教
養
課
長
の
命
を
受
け
、
職
員
に
対
す
る
職
務
倫

理
の
教
養
に
関
す
る
事
務
を
整
理
し
、
教
養
課
長
を

補
佐
す
る
。

を

留
置
管
理
課
留
置
管
理
指
導
官
　
留
置
管
理
課
長
の
命
を
受
け
、
留
置
管
理
に
関
す

る
事
務
を
整
理
し
、
留
置
管
理
課
長
を
補
佐
す
る
。
警

部
」

「
留
置
管
理
課
留
置
管
理
指
導
官
　
留
置
管
理
課
長
の
命
を
受
け
、
留
置
管
理
に
関
す

る
事
務
を
整
理
し
、
留
置
管
理
課
長
を
補
佐
す
る
。

に
、

教
養
課

職
務
倫
理
教
養
官
　
教
養
課
長
の
命
を
受
け
、
職
員
に
対
す
る
職
務
倫

理
の
教
養
に
関
す
る
事
務
を
整
理
し
、
教
養
課
長
を

補
佐
す
る
。

警
部
」

「

捜
査
第
一
課

性
犯
罪
捜
査
指
導

官
　
　
捜
査
第
一
課
長
の
命
を
受
け
、
性
犯
罪
事
件
の
捜

査
に
関
す
る
事
務
を
整
理
し
、
捜
査
第
一
課
長
を
補

佐
す
る
。

を
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雑　
　
　

報

〇
宮
城
県
道
路
公
社
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
松
島
道
路
（
第

Ⅵ
期
）
工
事
の
一
部
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
道
路
公
社　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

理
事
長　
　

千　
　

葉　
　

三　
　

郎　
　
　

一　

路
線
名　

県
道
仙
台
松
島
線

二　

工
事
の
区
間　

宮
城
郡
利
府
町
春
日
か
ら
宮
城
郡
松
島
町
根
廻
ま
で
（
松
島
海
岸
Ｉ
Ｃ
〜
松
島
北
Ｉ
Ｃ
間
）

三　

工
事
の
種
類　

改
築

四　

工
事
一
部
完
了
年
月
日　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
二
一
一
号
（
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一
〇

一
一

一
三

段下下下

正

総
務
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求

総
務
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求

こ
こ
に
収
入
証
紙
を
は
っ
て
く
だ
さ
い

。

　
　
　
　
　
　
　
　

誤

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申

立
て

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申

立
てこ
こ
に
収
入
印
紙
を
は
っ
て
く
だ
さ
い

。

検
視

官
　
捜
査
第
一
課
長
の
命
を
受
け
、
死
体
の
検
視
、
検

証
等
の
事
務
を
整
理
し
、
捜
査
第
一
課
長
を
補
佐
す

る
。

」

「
捜
査
第
一
課
検

視
官
　
捜
査
第
一
課
長
の
命
を
受
け
、
死
体
の
検
視
、
検

証
等
の
事
務
を
整
理
し
、
捜
査
第
一
課
長
を
補
佐
す

る
。

」
に
改

め
、
同
条
第
２
項
中
「
、
宮
城
県
警
察
ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
Ｖ
特
別
対
策
隊
」
を
削
り
、「
宮
城
県
警
察
航
空
隊
」
の
次

に
「
、
宮
城
県
警
察
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
」
を
、「
宮
城
県
警
察
監
査
室
」
の
次
に
「
、
宮
城
県
警
察
総
合
企
画
室
」
を
、

「
宮
城
県
警
察
犯
罪
抑
止
対
策
室
」
の
次
に
「
、
宮
城
県
警
察
ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
Ｖ
総
合
対
策
室
」
を
加
え
、
同
条
第

６
項
の
表
中

「
課

課
長
　
部
長
等
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

」
を

「
課

課
長
　
部
長
等
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

に
、

監
察
課
監
察
官
　
首
席
監
察
官
の
命
を
受
け
、
監
察
に
関
す
る
事
務
を
分
掌

し
、
首
席
監
察
官
を
補
佐
す
る
。

」

「

警
務
課
給
与
調
査
官
　
警
務
課
長
の
命
を
受
け
、
給
与
制
度
の
改
善
に
関
す
る
事
務

を
掌
理
し
、
警
務
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
警
務
部
長
か

ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、
警
務
部

長
を
補
佐
す
る
。

」

を

「

警
務
課

企
画
調
査
官
　
警
務
課
長
の
命
を
受
け
、
重
要
な
警
察
運
営
の
企
画
調
査
及

び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
警
務
課
長
を
補
佐
す

る
。
た
だ
し
、
警
務
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ

の
事
務
を
掌
理
し
、
警
務
部
長
を
補
佐
す
る
。

に
改

給
与
調
査
官
　
警
務
課
長
の
命
を
受
け
、
給
与
制
度
の
改
善
に
関
す
る
事
務

を
掌
理
し
、
警
務
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
警
務
部
長
か

ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、
警
務
部

長
を
補
佐
す
る
。

」

め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
26年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
留
置
施
設
視
察
委
員
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２
 　
留
置
施
設
視
察
委
員
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
19年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
　
第
３
条
第
２
項
中
「
警
務
部
留
置
管
理
課
長
」
を
「
総
務
部
留
置
管
理
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
第
４
条
第
２
項
中
「
警
務
部
留
置
管
理
課
」
を
「
総
務
部
留
置
管
理
課
」
に
改
め
る
。
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